
議案第１０６号 

 

大田原市公民館条例等の一部を改正する条例の制定について 

大田原市公民館条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１２月１１日提出 

 

大田原市長 相 馬 憲 一   

 

大田原市公民館条例等の一部を改正する条例 

（大田原市公民館条例の一部改正） 

第１条 大田原市公民館条例（昭和４５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、社会教育

法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２

４条の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運

営審議会に関する事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、社会教育

法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２

４条の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運

営審議会に関する事項を定めることを目的とする。 

（職員） （職員） 

第３条 中央公民館に中央公民館長その他必要な職員を置く。 第３条 中央公民館に中央公民館長、その他必要な職員を置く。 

２ 地区公民館に地区公民館長その他必要な職員を置くことが

できる。 

２ 地区公民館に地区公民館長、その他必要な職員を置くこと

ができる。 

（公民館運営審議会） （大田原市公民館運営審議会） 

第４条 中央公民館に法第２９条第１項の規定による大田原市 第４条 中央公民館に法第２９条第１項の規定に基づき、大田



公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置き、２５

人以内の委員をもって組織する。 

原市公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置き、

２５人以内の委員をもって組織する。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 教育委員会は、地区公民館の使用について、次の各号のい

ずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

２ 教育委員会は、地区公民館の使用については、次の各号の

一に該当するときは、使用を許可しない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと

認めるとき。 

⑷ その他教育委員会が適当でないと認めたとき。 

（使用料） （使用料） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 教育委員会が公益上必要と認める使用については、使用料

を減免することができる。 

３ 教育委員会が公益上必要と認めた使用については、使用料

を減免することができる。 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し） 

第８条 教育委員会は、使用者がこの条例及びこれに基づく規

則に違反し、又はそのおそれがある場合は、その使用を停止

し、又は使用の許可を取り消すことができる。 

第８条 教育委員会は、使用者がこの条例及びこれに基づく規

則に違反し、又はそのおそれがある場合は、その使用を停止

し、又は使用の許可を取消すことができる。 

２ 前項の場合、使用者において損害を受けることがあっても 

、市はその補償の責めを負わない。 

２ 前項の場合、使用者において損害を受けることがあっても 

、教育委員会はその補償の責を負わない。 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第９条 使用者は、地区公民館の使用が終わったとき又は前条

第１項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を

取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなけれ

ばならない。 

第９条 使用者は、地区公民館の使用が終ったとき又は前条第

１項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取

消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければな

らない。 



（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第１０条 使用者は、地区公民館の使用に際して、施設及び備

付物件を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が認定す

るところにより、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合は、

賠償額を減免することができる。 

第１０条 使用者は、地区公民館の使用に際して、施設及び備

付け物件をき損し、又は滅失したときは、教育委員会が認定

するところにより、その損害を賠償しなければならない。た

だし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は 

、賠償額を減免することができる。 

（委任） （委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が

規則で定める。 

第１１条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が規

則で定める。 



（大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 大田原市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（平成元年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（許可の基準） （許可の基準） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条

第１項の許可をしないことができる。 

第５条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第１項

の許可をしないことができる。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める

とき。 

⑶ その他市長が適当でないと認めるとき。 

（使用料） （使用料） 

第６条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は 

、第４条の規定により許可を受けたときは、別表に定める使

用料を納付しなければならない。 

第６条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は 

、第４条の規定により許可を受けたときは、別表に定める使

用料を納付しなければならない。 

２ 市長は、公益上必要と認める使用については、使用料を減

免することができる。 

２ 市長は、公益上必要と認めた使用については、使用料を減

免することができる。 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消等） 

第７条 市長は、使用者がこの条例及びこれに基づく規則等に

違反し、又は違反するおそれがあると認めたときは、その使

用を停止若しくは変更させ、又は使用許可を取り消すことが

できる。 

第７条 市長は、使用者がこの条例及びこれに基づく規則等に

違反し、又は違反するおそれがあると認めたときは、その使

用を停止若しくは変更させ、又は使用許可を取消すことがで

きる。 

２ 前項の取消し等により、使用者等がいかなる損害を受ける

ことがあっても、市はその補償の責めを負わない。 

２ 前項の取消し等により、使用者等がいかなる損害を受ける

ことがあっても、市はその補償の責を負わない。 

（原状回復の義務） （原状回復の義務） 

第８条 使用者は、改善センターの使用が終了したとき又は前 第８条 使用者は、改善センターの使用が終了したとき、又は



条第１項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可

を取り消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなけ

ればならない。 

前条第１項の規定により使用を停止若しくは使用の許可を取

消されたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければな

らない。 

（損害賠償の義務） （損害賠償の義務） 

第９条 使用者は、改善センターの建物、施設、備品等を故意

又は重大な過失により、損傷又は滅失したときは、それによ

って生じた損害を賠償しなければならない。 

第９条 使用者は、改善センターの建物・施設及び備品等を故

意又は重大な過失により、損傷又は滅失したときは、それに

よって生じた損害を賠償しなければならない。 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

１ 大田原市親園農村環境改善センター使用料 （略） １ 大田原市親園農村環境改善センター使用料 （略） 

２ 大田原市湯津上農村環境改善センター使用料 ２ 大田原市湯津上農村環境改善センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

（略） 
１時間 

（略） 

体育館 １，０００円 
 

使用区分 単位 使用料 

（略） 
１時間 

（略） 

多目的ホール ５００円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

（大田原市黒羽農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 大田原市黒羽農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前（旧）の欄に掲げる規定を同表の改正後（新）の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

（休館日） （休館日） 

第３条 大田原市黒羽農業構造改善センター（以下「構造改善

センター」という。）の休館日は、次のとおりとする。 

第３条 大田原市黒羽農業構造改善センター（以下「構造改善

センター」という。）の休館日は、１２月２９日から翌年１

月３日までとする。 

⑴ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） (新設) 



に規定する休日 

⑵ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げ

る日を除く。） 

(新設) 

２ （略） ２ （略） 

（使用許可の制限） （使用許可の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、構造改善センターの使用を許可しないことができる。 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、構造改善センターの使用を許可しないことができる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める

とき。 

⑷ その他市長が適当でないと認めるとき。 

（使用許可の取消し等） （使用許可の取消し等） 

第７条 市長は、使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に

係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該

許可を取り消すことができる。 

第７条 市長は、使用の許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に

係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該

許可を取り消すことができる。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、構造改善センターの管理上

支障があるとき。 

⑷ その他構造改善センターの管理上支障があるとき。 

２ 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても 

、市は、その補償の責めを負わない。 

２ 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても 

、市長は、その賠償の責めを負わない。 

（使用料） （使用料） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項に規定する使用料は、使用の許可を受けた際、納付し

なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、使用料を後納させることができる。 

２ 前項に規定する使用料は、使用の許可を受けた際、納付し

なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認め

たときは、使用料を後納させることができる。 



別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

大田原市黒羽農業構造改善センター使用料 大田原市黒羽農業構造改善センター使用料 

使用区分 単位 使用料 

（略） 
１時間 

（略） 

調理室 ５００円 
 

使用区分 単位 使用料 

（略） 
１時間 

（略） 

農産加工所 ５００円 
 

備考 （略） 備考 （略） 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


